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用語、数値の取扱いおよび表記方法は、特に断りのない限り、次のとおりとします。 

1. 数値の端数処理 

  数値は原則として四捨五入により端数処理を行っているため、図表中の内訳の合計と

総数が一致しない場合があります。 

2. 期間の表示 

  年度は特に断りのない限り、元号表記を併記「和暦〇〇年（西暦〇〇〇〇年）度」で表示

します。 

3. 資料の出典 

  特に出典を明示していない数値は、小金井市の統計資料または関係部局の集計による

ものです。 

  他機関の統計や資料を引用する場合は、原則として出典を明記しています。 

4. その他 

  掲載されているデータや図表は、計画策定時点の情報に基づくものであり、最新の状況

とは異なる場合があります。 
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第1章 計画の基本的事項 

第1節 計画の位置づけと対象期間 

1．一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 

「小金井市一般廃棄物処理基本計画」（以下、「本計画」という。）は、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第6条第1項に基づき策定するもので、一般廃棄物の処理に関する中長期的な基本方針を定め

るものです。策定にあたっては、上位計画である「小金井市基本構想・基本計画」や「小金井市環境基本

計画」、国や都の策定する計画とも整合を図り、長期的・総合的な視点から一般廃棄物の処理に関する

基本的な方向性や目標達成のための施策について定めています。なお、本計画を推進するための年度ごと

の具体的な取組については、毎年度策定する実施計画「小金井市一般廃棄物処理計画」で定めるものと

します。また、「小金井市災害廃棄物処理計画」や「小金井市食品ロス削減推進計画」との整合を図るも

のとします。 

  
 

図 1 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 
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2．計画対象期間 

本計画は、令和元年（2019年）度に策定した小金井市一般廃棄物処理基本計画（以下、「前計

画」といいます。）の後期計画期間である令和8年（2026年）度から令和12年（2030年）度までの

５年間を計画期間とします。 

なお、計画期間中であっても社会情勢の大きな変化、法制度の改正など計画の前提となる諸条件に大

きな変動があった場合などは、必要に応じて本計画の見直しを行うものとします。 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 
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(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

    

 

    

 

 
 

 
 

目
標
年
度 

図 2 計画期間 
 

  

計画策定 
 

 
 

計画改定 

本計画（R8〜R12） 

前計画（R2〜R12） 

前期（R2〜R7） 後期（R8〜R12） 
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第2節 国の動向 

（1）SDGｓの実現に向けた動き 

平成27年（2015年）9月に国連サミットにて「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包括性のあ

る社会の実現のため、令和12年（2030年）を年限とする17の国際目標、169のターゲットが掲げられま

した。ごみ処理分野においてもSDGsの実現に向けて、17の国際目標、169のターゲットに積極的に取り組

むことが求められています。 

本市においても、「令和6年度こがねい環境フォーラム」、「令和6年度野川環境フィールドワーク」を開催

するなど、環境教育、啓発活動を実施し、SDGsの実現に向けて積極的に取組を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典︓国際連合広報センターHP 

図 3 SDGsの17の国際目標 

（2）循環型社会の実現に向けた動き 

国では令和6年（2024年）度に第五次循環型社会形成推進基本計画（以下、「第五次基本計画」

という。）が閣議決定され、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための方

向性が示されました。循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化す

るためには、国、地方公共団体、市民、事業者が互いに連携・協働して、大量生産・大量消費・大量廃

棄型の経済・社会様式につながる一方通行型の線形経済から、持続可能な形で資源を効率的・循環的

に有効利用する循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を推進することが求められています。 

本市においては、ごみを出さないライフスタイルを推進し、「リユース事業に関する協定」、「マイボトル利用

環境の整備促進に関する協定」を締結し、不用品を捨てず再利用する仕組みを構築するなど、廃棄物の

発生抑制と循環型社会の形成に向けて積極的に取り組んでいます。 
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（3）脱炭素に向けた動き 

国では2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、令和6年（2024年）3月に改正地

球温暖化対策推進法案を閣議決定しました。その中で、これまでの新たな地域の創出、国民のライフスタイ

ルの転換などの推進に加え、二国間クレジット制度（JCM）の実施体制を強化したほか、地域共生型再

生可能エネルギーの導入拡大に向け、令和3年（2021年）に創設された地域脱炭素化促進事業制度

の活用を一層促進するための制度拡充等の措置を講じるとしています。 

本市においても令和4年（2022年）1月に「小金井市気候非常事態宣言」において令和32年

（2050年）までに二酸化炭素排出実質ゼロとするゼロカーボンシティを目指すことを表明し、令和6年

（2024年）7月には「カーボンニュートラルのまちづくりに向けた包括連携協定」を締結しました。目標実現

に向けて、地球温暖化の防止および防災力の強化に貢献するとともに、持続可能なまちづくりの実現を目

指しています。 

（4）デジタル技術の進展 

「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」を掲げ、令和3年（2021年）9月、日本のデジタル

社会実現の司令塔としてデジタル庁が発足しました。デジタル庁は、この国で暮らす一人ひとりの幸福を何よ

りも優先に考え、国や地方公共団体、民間事業者など関係者の方々と連携して、社会全体のデジタル化

を推進する取組を牽引していくため、その羅針盤となる重点計画を整理しています。 

本市においても、令和4年（2022年）10月に「小金井市DX推進全体方針」を策定し、DX推進の3

本の柱の１つとして「デジタル技術を活用した業務効率化の推進」を掲げています。 
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第2章 本市の現状と課題 

第1節 人口動態 

本市の人口実績1は、平成27年（2015年）度から令和6年（2024年）度にかけて増加傾向にあり、

外国人人口も令和2年（2020年）度及び令和3年（2021年）度には一度減少に転じたものの、同

様に増加傾向にあります。また、外国人割合（総人口に対する外国人の割合）は増加傾向にあります。 

図 4 人口及び外国人の実績の推移 
表 1 人口及び外国人の実績の推移と外国人割合 

本市の将来人口は令和12年（2030年）度をピークに減少に転じ、老年人口割合（高齢化率）は

さらに上昇していくことが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典︓市HP 「小金井市人口ビジョン」 

図 5 将来人口の推移  
 

1 人口・外国人人口︓毎年度の住民基本台帳（10 月 1 日時点） 

(年度) H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
人口(人) 117,851 119,238 119,984 121,167 122,270 123,427 124,646 124,846 124,719 125,147
外国人(人) 2,111 2,345 2,465 2,748 2,959 2,813 2,709 2,919 3,163 3,556
外国人割合(%) 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 2.3 2.2 2.3 2.5 2.8



  

7 

第2節 ごみ処理の状況 

1．ごみ処理体制 

（1）家庭系一般廃棄物 

家庭系一般廃棄物を、「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「プラスチックごみ」、「粗大ごみ」、「有害ごみ」、

「資源物」の区分に分類しています。分別区分のうち「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「プラスチックごみ」は

家庭用指定収集袋を使用して排出することとし、「粗大ごみ」は粗大ごみ処理券を品目ごとに貼って排出す

ることとしています。また、分別区分ごとに排出された一般廃棄物は、戸別収集（回収）しています。戸建

て住宅では道路に面した建物敷地内の収集しやすい場所に、集合住宅では敷地内の専用ごみ集積所に、

朝8時30分までに排出されたものを収集（回収）しています。家庭系一般廃棄物の戸別収集（回収）

の分別区分、排出方法などは、以下のとおりです。 

表 2 戸別収集（回収） 
分別区分  内容  回数/体制  排出方法  

燃やすごみ 
生ごみ・衛生上燃やすもの・特殊な
紙など 

週２回/委託 指定収集袋（黄） 

燃やさない 
ごみ 

ゴム製品・ガラス・せともの、複合
品など 

２週に１回/委託 指定収集袋（青） 

プラスチック 
ごみ 

プラマークの有無に関わらず材質
が 100％プラスチック製品のもの 

週１回/委託 指定収集袋（青） 

粗大ごみ 
家具・収納用品・自転車・ふとん・
ベッド・敷物など 

随時/委託 
＜申込制＞ 
粗大ごみ処理券 

有害ごみ 

電池類・蛍光管（電球型を含む。）・
水銀体温計・ライター類・電池が取
り外せないもの（充電式を含む。）
※1 

２週に１回/委託 透明又は半透明の袋 

資
源
物 

びん 
飲料用・食料品用ガラスびん、化粧
びん 

２週に１回/委託 かごなどに入れる。 

スプレ
ー缶 

スプレー缶･エアゾール缶・卓上カ
セットボンベ 

２週に１回/委託 かごなどに入れる。 

空き缶 
アルミ缶・スチール缶（飲料缶・菓
子缶・茶缶など） 

２週に１回/委託 かごなどに入れる。 

金属  鍋・やかん・フライパンなど ２週に１回/委託 かごなどに入れる。 
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分別区分  内容  回数/体制  排出方法  

ペット  
ボトル  

飲料用・酒類用・調味料用（しょう
ゆ・みりんなど） 

２週に１回/委託 かごなどに入れる。 

古紙 
布 

ざつがみ、雑誌・本 週１回/委託 

ざつがみ 
雑誌の間に挟み込む
か、紙袋などにまとめ
て入れる。 
雑誌・本 
紙ひもで縛る。 

新聞 週１回/委託 紙ひもで縛る。 

段ボール 週１回/委託 紙ひもで縛る。 

紙パック 週１回/委託 紙ひもで縛る。 

シュレッダー紙 週１回/委託 透明又は半透明の袋 

布 週１回/委託 透明又は半透明の袋 

枝木 
雑草類 
落ち葉 

枝木（長さ１m 以内・１本の太さ１
５cm 以内・束の直径３０cm 以
内）・雑草類・落ち葉 

２週に１回/委託 

枝木 
ひもで縛る。 
雑草類・落ち葉 
４５リットル以内の
透明又は半透明の袋
に入れるか、かごなど
に入れる。 

生ごみ 
乾燥物 

家庭用生ごみ減量化処理機器（乾
燥型）から生成されたもの 

週１回/直営 

＜申込制＞ 
市指定の専用容器に
入れる。（一部対象外
あり） 

※1 充電式電池（リチウムイオン電池など）が使用されている電化製品は収集車両、処理施設での火災の原因となります。充
電が切れていたり、使用できない状態でも発火や爆発のおそれがありますので、外側がプラスチックの場合でも、必ず「有害ごみ」と
して排出しなければなりません。 
※ 指定収集袋︓化石資源の保護及び温室効果ガスの一つである二酸化炭素（CO2）の増加を抑制して環境負荷の低減
を図るため、令和５年（2023 年）度からバイオマス素材を原材料とした家庭系指定収集袋を導入しています。 
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家庭から排出される資源物の一部については、分別区分ごとに拠点回収場所へ排出された資源物を回

収する拠点回収も実施しています。 

拠点回収を実施している資源物の分別区分などは、以下のとおりです。 

表 3 拠点回収 
分別区分 内容 回数/体制 

資
源
物 

食品トレイ 発泡スチロール製トレイ 週 3 回/委託 

紙パック 紙パック（内側が白いもののみ） 週 1 回/委託 

難再生古紙 
防水加工された紙・感熱紙・写真・紙
製緩衝材・アルミ付紙パックなど 

週 3 回/委託・直営 

ペットボトル 

飲料用・酒類用・調味料用（しょうゆ・
みりんなど） 

週 3 回/委託 

飲料用 
セブン‐イレブン店頭
回収 

ペットボトル 
キャップ 

ペットボトルのキャップ 週 2 回/直営 

生ごみ乾燥物 
家庭用生ごみ減量化処理機器（乾燥
型）から生成されたものなど 

週 2 回/直営 

くつ・かばん類 
くつ類（左右ペア）・かばん類・ベル
ト・ぬいぐるみ 

月 1 回/直営 

ステンレス製 
ボトル 

ステンレス製ボトル（水筒） 随時 

コンタクトレンズ
空ケース 

使い捨てコンタクトレンズ空ケース 随時 

※ 上記のほかに地域の実情に合わせて、地域住民などの管理の下、拠点回収を実施している場合があります。 

※ 市内の拠点回収場所は、小金井市ホームページのほか、小金井市ごみ・リサイクルカレンダーに掲載しています。 

 

（2）事業系一般廃棄物 

事業所から排出される一般廃棄物については、事業者自らの責任において、自己処理することが原則と

なります。法令を遵守して、独自に又は他の事業者と共同して適正に処理しなければなりません。 

ただし、１日平均10kg未満又は臨時に100kg未満の量を排出する事業所は、事業用指定収集袋を

使用して事業系一般廃棄物を排出することができます。粗大ごみについては市では収集していません。 
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なお、資源物のうち古紙、枝木・雑草類・落ち葉については、少量の場合に限り、無料で排出することが

できます。また、排出された事業系一般廃棄物は家庭系一般廃棄物と併せて収集（回収）していることか

ら、家庭系一般廃棄物に準じて適正処理を行っています。 

（3）ごみ処理の流れ 

 家庭系一般廃棄物の戸別収集後の処理の流れと各施設の詳細は以下のとおりです。 

 

１ 可燃ごみ処理施設（浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設） 

令和2年（2020年）4月より稼働開始し、市内から出る可燃ごみの処理を行っています。 

 

２ 不燃・粗大ごみ積替え・保管施設（小金井市野川クリーンセンター） 

令和4年（2022年）８月より稼働開始し、燃やさないごみ、粗大ごみ、布・ペットボトルキャップ等

の資源物の積替・選別等を行っています。 

 

３ 資源物処理施設（メタウォーターサステナブルパークこがねい） 

令和7年（2025年）3月より稼働開始し、プラスチックごみ、有害ごみ、空き缶、びん・スプレー缶、

ペットボトル等の資源物の積替・選別・中間処理（破砕・プレス・ベール化）等を行っています。 

 

４ 最終処分場（二ツ塚廃棄物広域処分場・東京たま広域資源循環組合エコセメント化施設） 

１にて焼却処理した際に発生する焼却灰は、本市を含む25市1町で構成される東京たま広域資源

循環組合が運営する東京たまエコセメント化施設で、エコセメント原料としてリサイクルされています。 

図 ６ ごみ処理の流れ  
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2．ごみ排出量 

（1）ごみ排出量の推移 

ごみ排出量は、平成27年（2015年）度から令和元年（2019年）度までほぼ横ばいの傾向にありま

した。 

令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度における家庭系一般廃棄物の増加は、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発令や在宅ワーク、外出自粛等によるものであると考えら

れます。 

令和2年（2020年）度以降、事業系一般廃棄物は増加傾向ですが、家庭系一般廃棄物は減少傾

向であるため、ごみ排出量の合計は減少していましたが、令和6年（2024年）度は事業系一般廃棄物

の増加によりごみ排出量の合計が増加傾向に転じています。 

事業系一般廃棄物増加の要因は、令和２年（2020年）に浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設

が稼働したことで、それまで民間処理施設で処理されていた事業系一般廃棄物が、同組合の施設で処理

することが可能となったことに加え、コロナ禍後の事業活動の再開や、市内のまちづくりの進展によるものと考

えられます。 

 
図 6 ごみ排出量の推移 
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（2）ごみ排出量（項目別）の推移 

家庭系一般廃棄物を項目別に分類したものを以下に示します。 

令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度にかけて、家庭系一般廃棄物のすべての品目

は増加傾向ですが、令和2年（2020年）度以降は、全ての品目において減少傾向であり、令和4年

（2023年）度には新型コロナウイルス感染症の拡大前と同等の水準まで減少しています。 

 
図 7 ごみ排出量（項目別）の推移 
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3．市民１人１日当たりのごみ排出量 

（1）市民１人１日当たりのごみ排出量の推移 

平成27年（2015年）度から平成30年（2018年）度における市民1人1日当たりのごみ排出量は、

家庭系一般廃棄物は減少傾向にあり、事業系一般廃棄物はほぼ横ばいで推移しています。 

令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度にかけての家庭系一般廃棄物の増加、令和2

年（2020年）度以降の事業系一般廃棄物の増加傾向は、「2．（1）ごみ排出量の推移」における家

庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物の増加と同じ要因によるものと考えられます。 

 
図 8 市民１人１日当たりのごみ排出量の推移2 

  

 
2 人口は各年 10 月 1 日現在（以下同様） 
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（2）市民１人１日当たりのごみ排出量（項目別）の推移 

家庭系一般廃棄物を項目別に分類したものを以下に示します。 

令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度にかけて、家庭系一般廃棄物のほぼすべての

品目は増加傾向ですが、令和2年（2020年）度以降は減少傾向であり、令和4年（2023年）度にお

いては、新型コロナウイルス感染症の拡大前同等の水準まで減少しています。 

 
図 9 市民１人１日当たりのごみ排出量（項目別）の推移  
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4．燃やすごみの焼却処理量及び不燃・粗大ごみの中間処理量 

（1）燃やすごみの焼却処理量の推移 

燃やすごみの焼却処理量の傾向は、「2．（1）ごみ排出量の推移」にて示したものと同様です。 

家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物令和元年（2019年）度まではほぼ横ばい、令和2年

（2020年）度に増加しています。 

令和6年（2024年）度にかけて家庭系燃やすごみの焼却処理量は減少傾向ですが、事業系燃やす

ごみの焼却処理量は増加傾向となりました。特に令和5年（2023年）度から令和6年（2024年）度に

かけての事業系燃やすごみの焼却処理量が大きく増加したため、全体としての燃やすごみの焼却処理量は

増加しています。 

 
図 10 燃やすごみの焼却処理量の推移3 

  

 
3 ここでの家庭系燃やすごみの焼却処理量には、中間処理後の可燃性残渣、令和 2 年（2020 年）度か
らは布団を含む 
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（2）不燃・粗大ごみの中間処理量（項目別）の推移 

不燃・粗大ごみの中間処理量は、平成27年（2015年）度から令和元年（2019年）度まで、ほぼ

横ばいで推移しています。 

令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度における燃やさないごみ、プラスチックごみ、不燃

系粗大ごみの増加は、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発令や在宅ワーク、外出

自粛等によるものであると考えられます。 

また、令和2年（2020年）度から令和6年（2024年）度にかけては減少傾向となっています。 

 
図 11 不燃・粗大ごみの中間処理量（項目別）の推移 
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5．総資源化量・総資源化率 

（1）総資源化量・総資源化率全体の推移 

総資源化量及び総資源化率は、平成27年（2015年）度から平成29年（2017年）度まで増加

傾向にありましたが、平成29年（2017年）度から令和6年（2024年）度にかけて減少傾向にあります。

特に、令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度にかけては、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響も受け、戸別回収分（資源物）の資源化量は増加しているものの、家庭系一般廃棄物・事業系

一般廃棄物の排出量が増加していることにより、総資源化率は大きく減少しています。 

 

図 12 総資源化量・総資源化率4の推移 

  

 
4 総資源化率︓総資源化量（集団回収を含む）÷ごみ排出量（家庭系＋事業系＋集団回収） 
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（2）戸別回収分（可燃系・不燃系ごみ）の資源化量の内訳 

不燃物を除いた資源化量は、平成27年（2015年）度から令和4年（2022年）度にかけて減少傾

向となりました。不燃物も令和3年（2021年）度までは減少傾向にありましたが、令和3年（2021年）

度から令和5年（2023年）度にかけて増加傾向を示しています。これは令和4年（2022年）度から清

掃関連施設整備事業の進捗に伴い、民間施設への搬出先の変更によるものと考えられます。なお、令和6

年（2024年）度の不燃物は前年度に比べ減少しています。 

 

 
図 13 戸別回収分（可燃系・不燃系ごみ）の資源化量の内訳 
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（3）戸別回収分（資源物）の資源化量の内訳 

「5．（1）総資源化量・総資源化率全体の推移」で示したとおり、戸別回収分（資源物）の資源化

量は、平成27年（2015年）度から令和2年（2020年）度にかけて増加傾向にあります。 

特に、令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度にかけては、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響も受け、新聞や雑誌等は減少し、段ボール、布、缶類、金属、びん類、ペットボトル、剪定枝が増

加しています。令和2年（2020年）度以降は減少傾向にあります。 

 

 
図 14 戸別回収分（資源物）の資源化量の内訳  
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（4）集団回収量の内訳 

集団回収量は平成28年（2016年）度から令和6年（2024年）度にかけて減少傾向にあります。

平成27年（2015年）度から令和6年（2024年）度にかけて新聞は半分以下に減少しています。 

 
図 15 集団回収量の実績の推移 

 

6．集団回収の実施団体登録数 

集団回収の実施団体登録者数は、町会・自治会の存続や廃止等により入れ替わりがあるものの、平成

27年（2015年）度から令和6年（2024年）度にかけてほぼ横ばいで推移しています。 

 

図 16 集団回収の実施団体登録数の推移  
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7．埋立処分量・焼却灰 

発生した焼却灰は、平成18年（2006年）から稼働している東京たま広域資源循環組合エコセメント

化施設で全量をリサイクルしていること、不燃残さについても民間の資源化施設でリサイクルを開始したことか

ら、埋立処分量は平成28年（2016年）度以降ゼロとなっています。 

 
図 17 埋立処分量・焼却灰の推移 
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8．ごみ処理施設の状況 

地域内のごみ処理施設の現況を以下に示します。令和２年（2020年）４月、浅川清流環境組合

可燃ごみ処理施設が稼働し、日野市・国分寺市と本市の可燃ごみの共同処理が開始しました。また、野

川クリーンセンターが令和４年（2022年）7月に竣工しましたが、令和７年（2025年）３月にはメタウ

ォーターサステナブルパークこがねいも竣工しました。 

 

図 18 地域内の施設の現況 
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9．その他 

（1）一般廃棄物処理実態調査 

環境省「一般廃棄物処理実態調査（令和5年（2023年）度調査結果）」によると、本市の1人1

日当たりのごみ排出量（集団回収を含む）は595.2gであり、人口10万人以上50万人未満の市町村

において第3位という結果となっています。また、リサイクル率（集団回収を含む）は44.8％であり、同市町

村において第4位という結果となっています。 

（2）ごみ処理経費 

本市のごみ処理経費は、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設が稼働を開始した令和２年（2020

年）度は施設整備等に係る費用の低減を受けて低下しましたが、令和３年（2021年）度以降は市内

清掃関連施設整備事業に要する支出増に伴い、再び上昇しました。継続的に多摩地域の平均値を上回

っており、高い水準となっています。 

表 4 年間ごみ処理経費の推移 

 
出典）清掃費︓各年の地方財政状況調査 

多摩地域のごみ処理経費︓各年の「多摩地域ごみ実態調査」のごみ量・人口を用いて算出 
 

図 19 年間ごみ処理経費（1 人当たり）の推移 
 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
清掃費 千円 3,200,678 3,255,726 3,120,194 3,151,684 3,387,073 2,673,512 3,210,330 3,403,138 3,897,901

年間ごみ処理経費（1人当たり） 円/人・年 27,159 27,304 26,005 26,011 27,702 21,661 25,756 27,259 31,253
年間ごみ処理経費（1t当たり） 円/t・年 118,517 120,129 116,139 117,741 124,210 90,569 111,065 120,529 143,469

清掃費 千円 77,686,044 77,954,304 74,442,170 81,689,150 82,500,384 84,339,142 99,479,095 85,718,186 79,887,658
年間ごみ処理経費（1人当たり） 円/人・年 18,579 18,559 17,661 19,323 19,462 19,871 23,406 20,163 18,810
年間ごみ処理経費（1t当たり） 円/t・年 66,355 68,032 66,015 72,912 73,223 73,791 88,988 78,531 75,741

小金井

多摩地域

8 月公表予定の多摩地域ごみ実態調査のもので R6 を追加予定 
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図 20 年間ごみ処理経費（1t 当たり）の推移  
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（3）国、都の目標値との比較 

1）１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（国の目標値との比較） 

廃棄物処理基本方針における1人1日当たりの家庭系ごみ排出量の令和12年（2030年）度目標

値は約478g/人・日です。それに対し本市の令和6年（2024年）度実績値は344g/人・日であり、令

和6年（2024年）度において目標値を達成しています。 

 

図 21 １人１日当たりの家庭系ごみ排出量の比較 

2）1 人 1 日当たりのごみ焼却量（国の目標値との比較） 

第五次基本計画における1人1日当たりごみ焼却量の令和12年（2030年）度目標値は約580gで

す。それに対し本市の令和6年（2024年）度実績値は302gであり、令和6年（2024年）度において

目標値を達成しています。 

図 22 １人１日当たりのごみ焼却量の比較 
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3）一般廃棄物の総資源化率（国・都の目標値との比較） 

廃棄物処理基本方針における一般廃棄物の出口側循環利用率（＝総資源化率）の令和12年

（2030年）度目標値（国の目標値）は約26.0％です。それに対し本市の総資源化率の令和6年

（2024年）度実績値は43.3％であり、令和6年（2024年）度において目標値を達成しています。 

東京都資源循環・廃棄物処理計画における一般廃棄物の再生利用率（＝総資源化率）の令和12

年（2030年）度目標値（都の目標値）は37.0％です。それに対し本市の総資源化率の令和6年

（2024年）度実績値は43.3％であり、令和6年（2024年）度において目標値を達成しています。 

図 23 一般廃棄物の総資源化率の比較 
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第3節 前計画における数値目標と実績 

1．市民１人１日当たりの家庭系一般廃棄物排出量 

市民1人1日当たりの家庭系一般廃棄物排出量は、現行計画における令和6年（2024年）度の目

標値が356g/人・日であるのに対し、令和6年（2024年）度実績値が344g/人・日であり、目標値を達

成しています。 

図 24 市民１人１日当たりの家庭系一般廃棄物排出量の目標値と実績の推移 
 

 

  

※ここでの家庭系一般廃棄物排出量とは、燃やすごみ、燃やさないごみ、プラスチックごみ、粗大ご

み、有害ごみを合わせたごみ排出量です。 
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2．埋立処分量 

埋立処分量は、平成28年（2016年）度以降、ゼロを継続しており目標を達成しています。 

図 25 埋立処分量の推移 
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第4節 本市の抱える主な課題 

1．ごみ量実績・処理経費からの課題 

（1）家庭系一般廃棄物の削減 

家庭系一般廃棄物については、令和元年（2019年）度から令和2年（2020年）度にかけて新型コ

ロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発令や在宅ワーク、外出自粛等により増加しましたが、

直近では令和元年（2019年）度の水準に戻りつつあります。家庭系一般廃棄物の排出量、1人1日当

たりの排出量は共に減少傾向ではありますが、新たに、食品ロスの削減の推進に関する法律やプラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律が施行されたことも鑑み、更なるごみ減量に取り組む必要がありま

す。 

（2）事業系一般廃棄物の削減 

事業系一般廃棄物については、排出量が増加してきています。事業所におけるごみの発生抑制と資源

化の推進により、燃やすごみとして処理される量の削減を図る必要があります。 

（3）処理経費を考慮した取組の推進 

本市の年間ごみ処理経費（1人当たり及び1ｔ当たり）は、多摩地域の平均値を上回っていることから、

費用対効果も踏まえた上で取組を実施していく必要があります。 

2．アンケート調査結果からの課題 

（1）ごみについての関心度・分別の徹底状況 

ごみについての関心は、どの年代においても高い傾向にあり、特に「ごみの分別の種類や出し方」、「ごみの

３R（リデュース、リユース、リサイクル）についての関心が高い傾向にあります。 

また、徹底している人または徹底を心掛けている人の割合の合計が９割以上であることから、ごみの分別

に対する意識は高いと捉えられる一方、徹底を心掛けているが分からないものは混ぜて出している人の割合

が４割程度であるため、分別の種類についての周知が十分でない可能性があります。ごみの分別を徹底し

ている人の割合が居住年数5年未満でやや低い状況であるため、転入者への分別方法の周知等、啓発の

強化が必要です。 

 

  



  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 ごみに関する関心の有無【市民】 

図 27 ごみに関する興味内容【市民】  
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図 28 分別実施状況【市民】 

図 29 分別実施状況【市民・居住年数別】 
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（2）情報源・市民や事業者が求める施策 

大半の市民及び事業所がごみ・リサイクルカレンダー、ごみ分別の手引きからごみに関する情報を得ている

状況です。市報やごみ分別アプリ、ホームページを活用している市民も一定数いる状況であり、居住年数別

にみると、ごみ分別アプリは居住年数が比較的短い市民の利用率が高い傾向にあります。DX化、ペーパー

レス化等の観点からは、ごみ分別アプリやホームページの情報を拡大することが必要ですが、ごみ分別の手

引きや市報は年齢が高いほど利用率が高い傾向にあるといった利用状況を鑑みると、引き続きごみ・リサイク

ルカレンダーでの分別周知徹底が必要です。 

なお、市民からは、ごみ分別のための啓発、ごみ減量のための啓発、ごみやリサイクルに関する情報発信

の充実も多いため、市のごみに関する情報（周知・広報したい情報）をごみ・リサイクルカレンダーに集約す

ることで、情報を広く浸透させることができる可能性があります。 

図 30 ごみに関する情報源【市民】 
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図 31 ごみに関する情報源【事業所】 

 
図 32 市民が求めている施策【市民】 

 
図 33 ごみに関する情報源【市民・居住年数別】 
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図 34 ごみに関する情報源【市民・年齢別】 
 

（3）施策・取組の認知度 

市の取組の認知度・利用度については、ごみリサイクルカレンダーやごみ分別の手引き等、紙媒体の情報

共有については高いものの、希望者への講習会開催やごみ減量啓発アニメーション制作・公開等、ごみゼロ

化推進員制度、小金井市が行っているリユース事業、マイボトル専用給水機の設置は低い状況です。その

ため、効果的でありPRしていくべき取組については、さらなる周知徹底を図る必要があります。 

拠点回収については、生ごみ乾燥物や使用済みステンレス製ボトル、コンタクトレンズの空ケース、廃食油

を活用したことがない市民が特に多い状況です。また、食品トレイ、紙パック、ペットボトルについては活用した

ことがある市民が多いですが、世帯構成別にみると単身世帯・若年層ではその割合が低く、代わりに知って

いるが利用・活用したことがない割合が多い状況です。さらに、年齢別にみると食品トレイについて、若年層

で割合が低い状況です。 

これらは生活スタイルの違いにより排出されるごみ種の違いに起因する可能性がありますが、特に若年層

や単身世帯向けの利用しやすさを向上させる取組が必要です。 

図 35 市の取組の認知度・利用度【市民】  
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図 36 資源物の集団回収の認知度【市民・世帯構成別】 

図 37 資源物の集団回収の認知度【市民・年齢別】 
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図 38 拠点回収の認知度【市民】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 39 拠点回収の認知度（食品トレイ）【市民・世帯構成別】 

図 40 拠点回収の認知度（紙パック）【市民・世帯構成別】 
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図 41 拠点回収の認知度（紙パック）【市民・世帯構成別】 
 

図 42 拠点回収の認知度（食品トレイ）【市民・年齢別】 
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（4）生ごみ・食品ロス 

生ごみ、食品ロスに関する市が行っている取組についての認知度は、全体的に低い傾向にあります。また、

生ごみ減量化処理機器購入費補助制度の認知度は６割程度であるのに対し、生ごみ処理機を使用して

いる人の割合は１割程度に留まっており、補助制度のあり方について検討が必要です。 

普段捨てていると思う「食品ロス」については、消費期限（安全に食べることができる期限）が切れてしま

った食品が最も多く、使い残した野菜･青果、鮮魚･鮮肉などの食材、食べ残したおかず･そうざいなどを合わ

せると７割以上に及びます。市民から事業者に対しては、賞味期限が近い商品の割引制度や、必要量だ

けの販売・提供（少量パック、量り売り、小盛など）を望む割合が多いことや、事業者からは飲食店と連携

したキャンペーンの実施を求められていることから、事業者も含めた食品ロスの削減に向けた取組が必要です。 
 

図 43 食品ロスに関する施策の認知度【市民】 
 

 
図 44 食品ロスに関する排出状況【市民】 
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図 45 食品ロス削減のために事業者に実施してほしい取組【市民】 

 
図 46 食品ロス削減のために市に実施してほしい取組【事業所】  
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（5）プラスチック・充電式電池 

プラスチック製容器包装とプラスチックだけでできている製品について、汚れていないものはプラスチックご

みの日に出している割合が９割を超えています。汚れのついたものについては、７割程度が汚れを落とし

適正に排出している一方、２割程度が汚れを気にせず排出しているか、燃やすごみもしくは燃やさないご

みの日に排出しており、さらなる分別徹底が必要な状況です。 

充電式電池については、７割以上が正しい方法で捨てていますが、正しく出していない、正しい排出

方法が分からない、まだ捨てたことがないという回答が2割以上を占めていることから、安全面を考慮した

正しい排出方法の周知徹底が必要です。 

また、市民が市に求める施策として、「ごみやリサイクルに関する情報発信の充実」、「生産者、販売者へ

の自主回収促進の働きかけ」が必要との回答が多いことからも（図 32）、適正排出に向けて、情報発信

の充実や事業者を含めた施策の展開が必要です。 

 

図 47 汚れていないプラスチックごみの排出状況【市民】 

図 48 汚れたプラスチックごみの排出状況【市民】  
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図 49 充電式電池が内蔵されている製品の排出状況【市民】  
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（6）リユース事業の利用状況 

リユース事業の利用状況については、リユースショップの買取サービス、フリマアプリが多い一方、利用したこ

とがないと回答した割合も多い結果となっています。また、これらのサービスを過去に利用したことがあるだけで

あり、継続的に利用していないことも考えられます。 

年齢別では、70歳以上でリユース事業を利用したことがない市民は最も多い結果となり、さらに世帯構

成別では単身世帯で同様にリユース事業を利用したことがない市民が多いことから、高齢層や単身世帯へ

も効果的に情報が届くような周知方法の見直し、サービス・事業の利用しやすさを向上させるような取組が

必要です。 

図 50 リユース事業の利用状況【市民】 

図 51 リユース事業の利用状況【市民・年齢別】 
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図 52 リユース事業の利用状況【市民・世帯構成別】 
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（7）事業所の取組状況 

ごみ減量・リサイクルに関する事業所の取組状況については、ペーパーレス化、再生紙などの再生用品の

使用に努めているとの回答が多い一方、「リサイクル推進協力店」の認定に対する意識や、出張講座を活

用した講演会の実施が少ないことから、市の実施する施策を積極的に活用している事業所が少なく、施策

の周知徹底を図る必要があります。 

なお、ごみ減量・リサイクルに取り組む主な理由を見ると、ごみ処理コスト削減につながる施策の実施が

3R促進につながる可能性があり、そのような視点での取組が必要です。 

また、事業所から排出される食用廃油、ペットボトル、プラスチック類、缶類、びん等の産業廃棄物を一般

廃棄物として排出しているという回答があったことから、事業所に向けた適正排出の指導を行う必要がありま

す。 

図 53 ごみ減量・リサイクルに関する取組状況【事業所】  



  

45 

図 54 ごみ減量・リサイクルに取組む理由【事業所】 

 

図 55 ごみや資源物の分別・処理方法【事業所 ※一部品目・選択肢抜粋】 
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3．ごみ組成調査からの課題 

(1) 燃やすごみの課題 

厨芥類は単身集合住宅からの排出は比較的少なく、戸建て住宅及びファミリー向け集合住宅から排出

が多いほか、事業所からの排出も多い状況です。 

資源となる紙、プラスチック類は単身集合住宅、事業所からの排出が多く、戸建て住宅、ファミリー向け集

合住宅からの排出も確認されている状況です。 

 
図 56 燃やすごみの組成調査結果56の内訳 

 
  

 
5ごみ組成調査はパッカー車で収集したごみを湿ベース重量で調査 
家庭系︓収集された燃やすごみが調査対象 
事業系︓許可業者が収集した事業系燃やすごみが調査対象 

6 平均値は、戸建て住宅、ファミリー向け集合住宅、単身集合住宅の単純平均 
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燃やすごみの組成調査結果から適正/不適正排出状況を整理すると、家庭系は8割程度が適正排出

されており、2割程度が不適正排出されています。不適正排出の中では、プラスチック類、紙類の割合が高

い結果となっています。 

事業系も8割程度が適正排出されており、2割程度が不適正排出されています。不適正排出の中では、

家庭系と同様紙類、プラスチック類の割合が高く、草木類の割合も高い結果となっています。 

 
図 57 燃やすごみ排出状況（家庭系） 

 
図 58 燃やすごみ排出状況（事業系）  
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(2) 燃やさないごみの課題 

単身集合住宅から排出されるくつ・かばん・ベルトの量が多く、容器包装プラスチックの排出も戸建て住宅、

ファミリー向け集合住宅と比較すると多い状況です。くつ・かばん・ベルトは市で拠点回収を行っているため、

利用促進を図る必要があります。また、収集エリアにかかわらずセトモノ・ガラス・不燃物7の排出が多い状況

であり、容器包装プラスチックの排出は特に単身集合住宅からの排出が多い状況です。 

 
図 59 燃やさないごみの組成調査結果の内訳 

  

 
7 陶磁器・石類、ガラス製品、複合製品、リユースができない布類などを含む 
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燃やさないごみの組成調査結果から適正/不適正排出状況を整理すると、7割近くが適正排出されてお

り、3割以上が不適正排出されています。燃やすごみよりも不適正排出の割合が高く、不適正排出の中で

は、プラスチック類が最も多く、金属類も多い結果となっています。 

 
図 60 燃やさないごみ排出状況（家庭系）  
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4．国の動向・人口動態からの課題 

国の動向を踏まえた取組の推進が必要であるほか、今後、少子高齢化の進行やデジタル技術の進展等

による社会構造の変化や様々な生活スタイルの出現により、ごみ処理に関する様々なニーズや課題が発生

することが見込まれます。 

（1）SDGｓや脱炭素社会・循環型社会の実現に向けた取組の必要性 

以下の図で示す日本全体の人口動態や、「第1部 第2章 第1節 人口動態」で示した本市の人口

動態から、外国人人口が増加傾向にあることが確認されています。また、0でも言及している高齢者への対

応を含め、SDGｓの実現に向けて、全ての市民がごみの排出に困らず安心して暮らせるように、「誰一人取

り残さない」ごみ処理のあり方を改めて検討する必要があります。 

 

図 61 日本と本市の人口動態比較 
 

さらに、脱炭素社会の実現に向けて、環境負荷の低減や効率的な処理・資源化の推進に重きを置いて

取組を進めるほか、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済（サーキュラーエコノ

ミー）への移行が求められていることも踏まえ、リユースや再生材の利用に関する取組を強化しつつ、循環型

社会の実現を目指す必要があります。 
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（2）少子高齢化を踏まえた取組の必要性 

少子高齢化の進行により高齢者が増加し、排出されるごみの質が変化することが想定されるほか（例︓

大人用紙おむつの増加、（惣菜等の消費増加による）容器包装プラスチック類の増加、体力的に分別が

負担になることによる適正排出度合いの変化）、ごみの排出が困難な市民も増加することが想定されます。

関連する庁内部署とも連携しつつ、このような変化も考慮した取組を検討する必要があります。また、取組

全般においては、高齢者の増加を踏まえたデジタルデバイド（情報格差）の問題についても考慮する必要

があります。 

さらに、人手の面に着目すると、地域コミュニティの変化や「ごみゼロ化推進員制度」等のごみ処理の支援

団体の担い手不足が生じる可能性があるほか、行政機能・公共施設においても、ごみ処理に関わる人員が

不足する可能性があります。さらに、税収減に伴う清掃予算費の確保･保持が困難となることが見込まれ、

処理の効率化はもちろんのこと、「1．（3）処理経費を考慮した取組の推進」とも関連しますが、費用対

効果も踏まえた上で取組を実施していく必要があります。 

上記に対しては、デジタル技術の活用により既存のごみ処理システムの変革や効率化を図ることも方法の

1つとして期待されますが、本市でのごみ処理に係るデジタル技術の導入状況や導入による効果も把握し、

今後更なる導入促進等の検討が必要です。 
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第3章 基本的な方針 

第1節 これまでの経緯 

本市では、平成18年（2006年）にごみ非常事態を宣言し、平成19年（2007年）4月以降、可燃

ごみの処理については、広域支援により多摩地域の自治体及び一部事務組合にお願いしてまいりました。

令和2年（2020年）4月からは、日野市、国分寺市とともに設立した浅川清流環境組合可燃ごみ処理

施設において、共同処理を行っています。また、可燃ごみを焼却処理した後に発生する焼却灰は、本市を

含む25市１町で構成される東京たま広域資源循環組合が運営する東京たまエコセメント化施設にて、エ

コセメントの原料としてリサイクル処理されています。これまで本市の可燃ごみの処理をお願いしてまいりました

多摩地域の自治体及び一部事務組合の各施設の周辺住民及び関係者並びに東京たま広域資源循環

組合の所在する日の出町の住民及び関係者に厚く御礼申し上げます。 

一方で、不燃・粗大ごみ、資源物の処理については、平成30年（2018年）３月に策定した「小金井

市清掃関連施設整備基本計画」に基づく施設整備を進めてまいりました。令和４年（2022年）8月に

不燃・粗大ごみの積替え・保管施設である「小金井市野川クリーンセンター」が稼働し、令和７年（2025

年）３月にはプラスチックごみ・ペットボトル・空き缶・びん等の資源物処理施設である「メタウォーターサステ

ナブルパークこがねい」が稼働し、市内における循環型社会形成に資する施設の再配置を完了しました。 

このことをもって、本市のごみ処理行政が転換点を迎えたことから、今後、各施設での適正処理の徹底を

図るとともに、基本理念である「循環型都市『ごみゼロタウン小金井』〜ごみを出さないライフスタイルへ〜」の

実現に向け、「ごみの発生抑制」を最優先とした更なるごみの減量及び資源化に向けた施策を展開してま

いります。 

  



  

53 

第2節 基本理念 

前計画では、目指す将来像として「循環型都市『ごみゼロタウン小金井』」を掲げ、持続可能な循環型

社会の形成を目指してきました。 

本計画においても、引き続きごみを出さないライフスタイルの推進を図り、環境への負荷の少ない持続可

能な循環型社会の形成を目指すとともに、良好な環境を未来へ引き継ぐため、美しいまちづくりの推進を図

っていきます。また、安定的な適正処理の推進のため、市民・事業者・行政が一体となって、発生抑制に最

優先で取り組むことが重要であるという考えのもと、基本方針を定めます。 

 

  
基本理念 

循環型都市 『ごみゼロタウン小金井』  

～ごみを出さないライフスタイルへ～ 
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第3節 基本方針 

基本方針については、３Rの優先順位（図 62参照）も踏まえこれまでに引き続き発生抑制を最優先

に取り組むべきであること、ごみ非常事態宣言を経験した本市にとって安定的な適正処理体制の構築は重

要な事項であることを踏まえ、前計画と同様、発生抑制を最優先とした３Ｒ、適正処理についての基本方

針を掲げます。 

1．発生抑制を最優先とした３R の推進 

基本理念の実現に向けては、３Ｒの取組を実践することが重要です。３Ｒの中でも特にリデュース（発

生抑制）の取組が最も重要であることから、市民一人ひとりが自らのライフスタイルを見直し、３Rに取り組

むことが求められます。そこで、本計画では、発生抑制を最優先とした３Ｒの推進を基本方針とします。 

参考︓環境省資料を加工 

図 62 ３Ｒの流れ 
 

2．安全・安心・安定的な適正処理の推進 

基本理念の実現に向けては、収集運搬、中間処理、最終処分の各段階において円滑な廃棄物処理が

行われること、廃棄物処理を支える体制の確立が重要です。そこで、本計画では、安全・安心・安定的な

適正処理の推進を基本方針とします。  
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第4節 目標の設定 

本計画では、基本理念及び基本方針の実現に向けて、以下に示す数値目標の達成を目指します。 

 

 

 

 

 

図 63 目標値（1 人 1 日当たりのごみ排出量（集団回収を含む）（g/人・日）） 

  

【１人 1 日当たりのごみ排出量（集団回収を含む）】 

令和 12 年度までに 584g/人・日以下 

【目標設定の考え方】 

 食品ロス削減推進計画を策定し、食品ロスの削減に力を入れていくタイミングであることに

加え、近年、市内のまちづくりの進展に併せて事業系一般廃棄物が増加していることを鑑み、

家庭系・事業系一般廃棄物を合わせた市民 1 人 1 日当たりのごみ排出量（集団回収を含む）を

目標値として設定します。基本方針、基本理念実現のため、発生抑制を最優先に取組み、新た

な施策の展開、既存の取組の充実を図ることで、令和 12 年（2030 年）度目標値として 584g/

人・日以下を目指します。 
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第4章 施策の展開 

第1節 計画の体系 

本計画の計画体系は以下のとおりです。本計画では、２つの基本方針に基づく11の計画項目を掲げ、

さらに各計画項目に取組内容（施策）を定め、展開していきます。 
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本ページ以降の施策の位置づけ 
 
 重点 ︓本計画において、強化の中でもより重点的に取り組むべき施策 
 強化 ︓本計画において、既存の枠組みの拡大を伴う具体的な施策 

 充実 ︓本計画において、既存の枠組みの中での向上を伴う施策 
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第2節 発生抑制を最優先とした３R の推進 

1．ごみを出さないライフスタイルの推進（リデュース） 

ごみの減量に向けて最も重要なのは、リデュースの意識を日常生活に根付かせることです。食品ロスの削

減、生ごみの水切り及び自家処理、マイバッグ・マイボトル・マイはしの使用促進など、市民一人ひとりが環境

への関心を持ち、実践することが求められます。生活習慣の見直しとライフスタイル変革を支援し、無理なく

取組める施策を展開します。さらに、啓発活動として広報媒体やキャンペーン、イベント、環境教育を通じて

情報発信を行い、ごみを出さない暮らしの定着を目指します。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 食品ロス削減の推進  
∎ 各種広報媒体※、キャンペーン、イベント及び環境教育・環境学習などを通じた市民への周知徹底 

∎ 環境イベントや民間企業等と連携したフードドライブの実施 

∎ 食品ロス削減マッチングサービス「小金井カメすけ」の普及拡大 

∎ 食品ロス削減推進店の普及拡大 

∎ 組成分析調査の実施による食品ロス排出状況の実態把握 

※市報等紙媒体のほか、SNS（公式X・Instagramなど）やYouTubeを含む。以下同様。 

 

(2) 生ごみ水切り及び自家処理の推進  

∎ 生ごみの水切りの推進 

∎ 生ごみ減量化処理機器・生ごみ堆肥化容器の活用による自家処理の推進 

 

(3) マイバック・マイボトル・マイはしの使用促進  

∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

∎ 公共施設へのマイボトル専用給水機の設置の継続 

 

(4) ごみを出さないライフスタイルを推進するための啓発  

∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

∎ レンタル・シェアリングの意識浸透に係る啓発 

  

重点 

 充実 

 充実 

 充実 
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2．再使用の促進（リユース） 

リデュースの次に重要なのは、使えるものを繰り返し使うリユースです。不要品を譲渡したり、修理して再利

用したりするなど、ものを大切にする行動を日常的に実践することが求められます。今後は、くつ・かばん類や

リユース食器の有効活用をさらに推進するとともに、民間リユース事業との連携を図り、リユースルートの構築

と円滑な運用を進めます。また、リユース活動の定着に向けて、周知・啓発を強化し、市民一人ひとりがリユ

ースを意識したライフスタイルを実践できるよう支援していきます。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

∎ くつ・かばん類の有効活用の推進  

∎ 拠点回収の実施 

∎ 拠点回収実施に関する広報の実施 

∎ 拠点回収実施頻度・回収場所の拡充の検討 

 
∎ 民間リユース事業との連携  
∎ 野川クリーンセンターにおけるリユース事業「ゆづる輪」の普及拡大 

∎ 買取価格比較サービス「おいくら」、ジモティー等の利用の推進 

∎ 各民間リユース事業の利用方法の紹介 

∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

 

∎ リユース食器の有効活用  

∎ リユース食器の無料貸し出しの実施 

∎ 事業者に対するイベント時等におけるリユース食器活用の呼びかけ 

 

∎ リユース活動を推進するための周知・啓発  

∎ リユースショップ活用促進のための広報の実施 

∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

∎ 高齢層・単身世帯などへの効果的な周知・啓発の検討 

  

 充実 

 充実 

 充実 

強化 
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3．資源循環システムの構築（リサイクル） 

リデュース、リユースに続く取組として、資源を再生利用するリサイクルの推進が重要です。資源としての品

質を確保するため、分別ルールの徹底を図るとともに、利用しやすいリサイクルルートの構築と円滑な運用を

進めます。特に生ごみについては、資源化施策の推進と併せて、減量化処理機器購入費補助制度を継続

し、家庭での取組を支援します。循環型社会の形成に向けて、持続可能な資源循環システムの整備と、さ

らなる資源循環ルートの構築に向けた調査・研究を進めていきます。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

∎ リサイクルルートの構築と円滑な運用・利用しやすさ向上の推進  
∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

∎ 使い捨てコンタクトレンズ空ケース、使用済みステンレス製ボトルの拠点回収の実施 

∎ 拠点回収実施頻度・回収場所の拡充の検討 

∎ 若年層・単身世帯など、様々な市民が参加しやすい機会創出の検討 

∎ 既存資源化品目のより効率的な資源化ルートの調査・研究 

∎ 紙おむつを含めた新規資源化ルートの調査・研究 

 

∎ 生ごみ資源化施策の推進  

∎ 家庭生ごみ資源化（堆肥化）モデル事業の評価 

∎ 家庭生ごみ資源化（堆肥化）事業の継続実施に向けての検討 

∎ 学校給食調理くずの資源化の継続 

 

∎ 生ごみ減量化処理機器購入費補助制度の継続  

∎ 生ごみ減量化に向けた、生ごみ処理機器購入費補助制度の継続 

∎ 生ごみ処理機器購入費補助制度の見直しの検討 

 

  

強化 

 充実 

強化 
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4．分別・啓発活動の強化 

資源を効率的・効果的にリサイクルするためには、正しい分別ルールの徹底と資源品質の確保が不可欠

です。３Ｒの推進には、市民の理解と協力が重要であり、特に近年増加している転入者に対しては重点的

な啓発を行います。清掃指導員による分別指導の強化や、わかりやすさを重視した広報媒体の作成、キャ

ンペーン・イベント等を通じた啓発活動を展開します。さらに、施策や取組の「見える化」により、分別・排出

の徹底と市民の意識向上を図り、持続可能な資源循環社会の形成を目指します。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 正しい分別方法の周知と徹底  
∎ ごみ・リサイクルカレンダー、ごみ分別アプリ、各種広報媒体を活用した分別方法の周知徹底 

∎ 居住形態別の分別方法の周知の検討 

∎ 啓発物の多言語対応 

∎ 啓発チラシの配布等による、プラスチックやリチウムイオン電池を含む充電式電池の正しい分別方法

の周知徹底 

 

(2) 転入者を対象とした啓発の強化  

∎ ごみ・リサイクルカレンダーやごみ分別アプリ利用方法チラシの配布、各種広報媒体を活用したごみ

減量・分別の周知徹底 

∎ 不動産会社との連携による啓発の強化 

 

(3) 清掃指導員による分別指導の徹底  
∎ 清掃指導員と連携した、戸別訪問による分別指導の実施 

 
(4) わかりやすさを重視した啓発の強化  
∎ ごみ減量キャラクターなどを効果的に活用した啓発の実施 
∎ キャンペーン、イベントを活用した３R推進の呼びかけ 
∎ SNS（公式X・Instagramなど）やYouTubeを活用した啓発の実施 
∎ 視覚的にわかりやすいイラスト等を使用した啓発の検討 
∎ ナッジを活用した啓発の検討 

 

(5) 施策や取組の「見える化」による効果的な啓発の強化  

∎ 各種広報媒体を活用した市の実施施策・取組内容や実施状況のPR 

∎ キャンペーン、イベントを活用した効果的な啓発の実施  

∎ ワークショップ、講演会の開催 

 充実 

 充実 

強化 

 充実 

重点 
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5．環境教育・環境学習の推進 

市民一人ひとりがごみや環境への関心を深め、３Ｒの理念に基づいた行動が広がることで、持続可能な

社会の担い手が育成されます。そのために、小・中学校での環境教育を充実させるとともに、町会・自治会・

子供会など地域団体への環境学習支援を強化します。世代を超えて学び合える機会を提供し、地域ぐる

みで環境意識を高めることで、日常生活の中で自然に３Ｒを実践できる人材の育成を目指します。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 小・中学校を対象とした環境教育の推進  
∎ ワークショップの開催 

∎ 学校などでの環境教育の実施 

∎ 清掃関連施設見学の推進 

∎ SNS（公式X、Instagramなど）やYouTubeを活用した子ども向け啓発コンテンツの作成 

 

(2) 町会・自治会・子供会などの団体への環境学習の支援と推進  

∎ 出張講座、講演会の実施 

∎ 清掃関連施設（野川クリーンセンター、メタウォーターサステナブルパーク小金井、浅川清流環境組

合の処理施設、東京たま広域資源循環組合の処理施設など）の見学の推進 

∎ ごみゼロ化推進員との連携による情報提供 

 

  

 充実 

 充実 
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6．市民・事業者との協働による３R の推進 

ごみの発生抑制を最優先とする３Ｒの推進には、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を理解し、地域

全体で協働することが不可欠です。町会・自治会・事業者等から推薦された市民によるごみゼロ化推進員

の活動を支援し、認知度向上と活動の支援、推進を図ります。さらに、集団回収事業の支援・周知を行う

とともに、商工会や包括連携協定を締結する団体との連携を強化し、地域ぐるみで資源循環型社会の形

成に向けた取組を推進します。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) ごみゼロ化推進員の活動の支援と推進  
∎ ごみゼロ化推進員との更なる連携に向けた仕組みの見直しの検討、公募の強化 

∎ イベントでのごみゼロ化推進員に関する周知 

∎ ごみゼロ化推進員と連携した各種取組の継続（ごみ相談員制度、一斉美化清掃等） 

∎ ごみゼロ化推進会議の開催支援 

 

(2) 集団回収事業の支援と周知  

∎ 町会・自治会・子ども会などの集団回収事業実施団体への支援の実施 

∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施 

∎ 若年層・単身世帯などへの効果的な周知・啓発の検討 

 

(3) 商工会及び包括連携協定締結団体などとの連携の強化  

∎ 包括連携協定締結団体などが行う活動に合わせた、出張講座など学習機会の提供やキャンペー

ン活動の実施 

∎ 市内大学との連携による若者世代への啓発活動の実施 

∎ コンビニエンスストアと連携したペットボトル自動回収機の設置 

 

  

強化 

 充実 

 充実 
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7．事業活動における３Ｒの推進 

事業活動に伴う一般廃棄物は、事業者自らが法令を遵守し、責任を持って適正に処理することが原則

です。ごみの発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に向けて、事業系ごみの削減を促進するとともに、中小

規模事業者への分別指導や大規模建築物所有者への立入指導を実施します。さらに、認定事業所の周

知と拡大を図り、店頭回収・自主回収の取組を支援することで、事業者の主体的な取組を促し、地域全

体での資源循環の強化を目指します。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 事業者自らの責任による法令を遵守した適正処理の支援と推進  
∎ 搬入物抜き打ち検査の実施による排出状況の確認、適正排出の指導 

∎ 廃棄物の減量及び再利用に関する計画書兼実績報告書を活用した、事業者への適正排出の個

別指導の実施 

∎ 市報や市ホームページ、ごみ分別アプリ、SNS（公式X・Instagramなど）を活用した啓発 

 

(2) 事業系ごみの排出抑制の推進  

∎ 廃棄物の減量及び再利用に関する計画書兼実績報告書を活用した、事業者へのごみ減量・分

別徹底の個別指導の実施 

∎ 市報や市ホームページ、ごみ分別アプリ、SNS（公式X・Instagramなど）を活用した啓発 

∎ 事業系ごみ手数料の見直しの検討 

∎ 優良事例紹介の実施 
 
(3) 中小企業事業者に対する分別指導の実施  

∎ 事業者への個別指導の実施 

∎ 市報や市ホームページ、ごみ分別アプリ、SNS（公式X・Instagramなど）を活用した啓発 
 
(4) 事業用大規模建築物の所有者に対する立入指導の実施  

∎ 事業用大規模建築物の所有者に対する、ごみ減量・分別徹底・適正排出に係る立入指導の実

施 

∎ 排出実態・傾向の整理と、それを活用した啓発、指導の実施 
 
(5) 認定事業所の周知と拡大  

∎ 市報や市ホームページ等での制度の広報、周知 

∎ 食品ロス削減推進協力店（または事業所）認定制度における認定店（または事業所）の拡大 

 

(6) 店頭回収・自主回収等の推進  

強化 

 
充実 

 充実 

 充実 

 充実 

重点 
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∎ 市民の積極的な利用の推進に向けた、実施事業者との連携と、市報や市ホームページ、ごみ分別

アプリ、各種イベント・キャンペーン等での広報・周知 

∎ コンビニエンスストアと連携したペットボトル自動回収機の設置 

 

8．行政における３R の推進 

市の施設においては、市職員自らがごみ排出の当事者であることを認識し、発生抑制を最優先とした３

Ｒの推進に積極的に取組むことが求められます。市職員に対しては、ごみ減量・分別の重要性について周

知徹底を図るとともに、効果的な３Ｒの実践に向けて、組成分析や調査・研究を継続的に実施します。さ

らに、施設運営における環境負荷の低減を目指し、日常業務の中で環境配慮型の行動が定着するよう取

組を進めていきます。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 市職員に対するごみ減量・分別の周知徹底  
∎ 小金井市施設ごみゼロ化行動基本計画に基づく小金井市施設ごみゼロ化行動実施計画の策定 

∎ 庁舎内廃棄物の実態調査の実施及び実績報告 

 

(2) 効果的な３Ｒを推進するための組成分析及び調査・研究の実施  

∎ 組成調査の実施によるごみ排出状況の把握 

 

(3) 環境負荷低減の推進  

∎ SDGｓや脱炭素社会・循環型社会の実現、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行に向け

た、国・東京都の動向注視と施策展開の検討 

∎ カーボンニュートラル、脱炭素に向けた環境配慮型の収集運搬車両導入に向けた調査・検討 

∎ グリーン購入の推進 

  

 充実 

 充実 

 充実 
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第3節 安全・安心・安定的な適正処理の推進 

1．安全・安心・安定的な収集・運搬体制の推進 

日常生活で排出されるごみを、生活環境に支障なく適切に処理するためには、安全・安心・安定的な収

集・運搬体制の確保が不可欠です。市では、収集業務の質の向上とともに、住民との信頼関係を築く「ふ

れあい収集体制」の推進にも取組みます。高齢者や障がいのある方など多様な市民のニーズに対応し、誰

もが安心してごみを排出できる環境づくりを目指して、地域に根ざした収集体制の整備と運用を進めていき

ます。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 安全・安心・安定的な収集・運搬体制の確保  
∎ 収集運搬体制の確保、情報連携 

∎ 危険物収集における収集作業員への安全作業指導の実施 

∎ デジタル技術を用いた収集運搬体制の効率化の検討 

 

(2) ふれあい収集体制の推進  

∎ 高齢者や障がいのある方など多様な市民のニーズに対応し、利用者に寄り添ったふれあい収集の実

施 

 

  

 充実 

 充実 
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2．安全・安心・安定的な処理・処分の推進 

日常生活で排出されるごみを、生活環境に支障なく処理・処分するため、安全・安心・安定的な処理・

処分体制の確保に努めます。中間処理量の削減や埋立ゼロの継続を目指すとともに、市が収集・処理して

いない廃棄物への対応や不法投棄防止体制の確立にも取組みます。さらに、施設の維持・管理の質を高

めるため、組成分析を実施し、処理・処分の効率化と環境負荷の低減を図ります。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 安全・安心・安定的な処理・処分体制の確保  
∎ 現行の処理・処分体制の維持・継続 

∎ 危険物収集における処理作業員への安全作業指導の実施 

 

(2) 中間処理量の削減・埋立ゼロの継続  

∎ 東京たま広域資源循環組合東京たまエコセメント化施設での灰の資源化の継続 

∎ 不燃残さの資源化の継続 

 

(3) 市が収集・処理していない廃棄物への対応  

∎ 各種広報媒体を活用した啓発活動の実施、周知徹底、最新情報の提供 

∎ 関係機関、事業者との連携、情報交換を通じた受入体制の整備 

∎ リネットジャパンリサイクル株式会社との連携による使用済小型家電の宅配便回収の実施 

 

(4) 不法投棄防止体制の確立  

∎ 啓発看板の配布、設置 

∎ ごみゼロ化推進員によるパトロールの実施 

∎ 環境美化サポーター制度の周知徹底、活用 

 

(5) 施設の維持・管理のための組成分析の実施  

∎ 組成分析の実施による排出状況の確認 

  

 充実 

 充実 

 充実 

 充実 

 充実 
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3．廃棄物処理を支える体制の強化 

発生抑制を最優先とした３Ｒの推進に加え、安全・安心・安定的な適正処理の実現に向けて、浅川清

流環境組合や構成市、多摩地域の自治体・国・都との連携を強化します。また、市民・事業者・行政が一

体となった連携体制を構築するとともに、災害廃棄物処理計画に基づく体制整備を進めます。さらに、一般

廃棄物処理事業に係るコスト管理と情報公開を徹底し、環境基金の有効活用を図ることで、持続可能な

廃棄物処理体制の確立を目指します。 

 

各取組内容における具体的な取組例 

(1) 浅川清流環境組合及び構成市との連携  
∎ ３市ごみ減量推進市民会議への参画 
∎ 新可燃ごみ施設整備及び運営に関する覚書に基づく、次期ごみ処理施設についての検討 

 

(2) 多摩地域の自治体・一部事務組合及び国・都との連携  

∎ 多摩地域の自治体・一部事務組合及び国・都との、連携強化、情報の共有 

 

(3) 市民・事業者・行政の連携体制の強化  

∎ 地域包括連携協定事業者との連携 

 

(4) 災害廃棄物処理計画に基づく体制の整備  

∎ 災害発生時の体制の整備 

∎ ごみゼロ化推進員との連携体制の構築 

 

(5) 一般廃棄物処理事業に係るコスト管理と情報公開  

∎ 適正なコスト管理の徹底 

∎ 情報公開によるコストの透明化 

 

(6) 環境基金の有効活用  

∎ 小金井市環境基金条例に基づく、環境基金の有効活用 

 

  

充実 

強化 

強化 

強化 

 充実 

 充実 
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第5章 計画の推進体制及び進行管理 

PDCAサイクルに基づき、Plan（計画・施策の立案、目標の設定）、Do（計画に沿った施策の実施）、

Check（市民・事業者・行政のそれぞれの取組状況、施策の進捗状況、目標の達成状況などについて３

者の連携の中で点検・評価）、Action（点検・評価に基づき必要に応じて、施策の改善を検討、目標達

成に向けた計画の見直し）を行っていきます。更に、関係法令の改正や社会状況の変化などに柔軟に対

応していきます。 

 

図 64 PDCA サイクル  

○施策の実施

○市民・事業者・行政それぞれの取組状況の点検・評価

○施策の進捗状況の点検・評価

○目標達成状況の点検・評価

○施策の改善を検討

○目標達成に向けた計画

の見直し

○計画・施策の立案

○目標の設定
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生活排水処理基本計画 
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第1章 生活排水処理の現状 

第1節 収集運搬処理の状況 

1．運搬収集 

し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を民間委託により行っています。 

2．処理 

本市で発生する生活排水（し尿及び浄化槽汚泥）は、立川市、武蔵野市、小平市、国分寺市、東

大和市、武蔵村山市及び本市の７市で構成する一部事務組合（湖南衛生組合）で共同処理していま

す。構成市における公共下水道の普及に伴い、湖南衛生組合し尿処理施設へのし尿搬入量は、年々減

少しています。処理水は、混合水槽内で希釈し公共下水道に放流しています。 

表 5 施設の概要 
施設名称 湖南衛生組合下水投入施設 

所在地 武蔵村山市大南５－１ 

処理能力 7.0 kＬ/日 

処理方式 前処理希釈方式 

 

第2節 し尿及び浄化槽汚泥の処理量 

本市におけるし尿及び浄化槽汚泥の処理量の推移は、以下のとおりです。令和6年（2024年）度の

し尿処理量は78.1kL、浄化槽汚泥処理量は12.7kLとなっています。 

 

図 65 し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移  
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第2章 今後の取組 

第1節 本市における取組 

本市では公共下水道の整備が完了していることから、仮設トイレを除いた全ての生活排水について、下

水道で処理することを目標とします。本市の人口は微増傾向が続いていますが、一般世帯からのし尿及び

浄化槽汚泥処理量には影響がないものと予測しています。ただし、今後も排出が見込まれる工事現場の仮

設トイレなどについては、適正な収集運搬及び処理ができるように体制を維持していきます。 

 

第2節 災害時の対応 

災害時における公衆衛生や環境保全を速やかに確保するため、都及び近隣市町村や事業者などとの相

互応援体制を整備し、迅速に、し尿処理体制を確立していきます。災害発生時には、「小金井市地域防

災計画」及び「小金井市災害廃棄物処理計画」に基づいて、本市環境部清掃班が中心となって被害状

況、仮設トイレなどの設置状況及び補充必要基数などを把握するとともに、速やかに、し尿収集・処理計画

を策定していきます。災害時においても、可能な限り、公共下水道、又は一部事務組合などのし尿処理施

設で処理を行いますが、公共下水道やし尿処理施設が被災した場合、要処理量が処理能力を上回った

場合などは、「災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協定書」及び「災害時における水再生センター

へのし尿搬入及び受入れに関する覚書」に基づき、し尿収集運搬業者に協力を要請し、都が指定する北

多摩一号水再生センターで処理を行います。 

 

 

 

※災害廃棄物処理計画の記載内容と調整予定 
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用語、数値の取扱いおよび表記方法は、特に断りのない限り、次のとおりとします。 

1. 数値の端数処理 

  数値は原則として四捨五入により端数処理を行っているため、図表中の内訳の合計と

総数が一致しない場合があります。 

2. 期間の表示 

  年度は特に断りのない限り、元号表記を併記「和暦〇〇年（西暦〇〇〇〇年）」で表示し

ます。 

3. 資料の出典 

  特に出典を明示していない数値は、小金井市の統計資料または関係部局の集計による

ものです。 

  他機関の統計や資料を引用する場合は、原則として出典を明記しています。 

4. その他 

  掲載されているデータや図表は、計画策定時点の情報に基づくものであり、最新の状況

とは異なる場合があります。 
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第1章 計画策定の概要 

第1節 計画策定の趣旨と目的 

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品のことをいいます。食品ロスは、生産から

消費にわたるサプライチェーンの各段階で発生するものであり、国際的な問題となっています。 

平成27年（2015年）9月の国連サミットでは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の持続可

能な開発目標（以下、「SDGs」という。）において食品ロスに関して言及されており、「令和12年（2030

年）までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料廃棄の半減」が目標設定されています。

さらに、国連環境計画（UNEP）の「食品廃棄指標報告2024」では、食品ロスの問題は、気候変動や

生物多様性の喪失、汚染を深刻化させる要因となっていることを強調しており、単なる「もったいない」という

ことだけはなく、社会のさまざまなシステムに波及する課題であるといえます。 

日本でも、SDGsの国際目標の達成に向け、令和元年（2019年）10月に「食品ロスの削減の推進に

関する法律」が制定されています。事業系食品ロス及び家庭系食品ロスそれぞれで、令和12年（2030年）

度までに平成12年（2000年）度比で半減目標を設定し、国、地方自治体、国民、事業者などの各主

体が食品ロス削減に取り組むこととされており、各主体による取り組みが推進されているところです。なお、事

業系食品ロスの削減目標（令和12年（2030年）度までに半減）については、令和4年（2022年）

度に達成したことを踏まえ、令和12年（2030年）度までに平成12年（2000年）度比で60%削減と

する目標が新たに設定されています。 

小金井市（以下、「本市」という。）においては、食品廃棄物の肥料化等事業の推進に向け生ごみ減

量化処理機の生成物を肥料化する試みにいち早く着手するなど、これまでも厨芥類の削減に取り組んでき

ました。また、国が掲げる令和12年（2030年）度の食品ロス量削減の目標達成に貢献すべく、市内コン

ビニエンスストアにおける手前どりPOP掲出や食品ロス削減マッチングサービス「小金井カメすけ」の普及拡大

等、本市の特性に応じ、「未開封食品」、「未利用食品」、「食べ残し」1の削減を最優先とし、市民や事業

者の皆様とコミュニケーションをとりながら、食品ロスの削減に努めているところです。 

今後は、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、連携をとりながら、一層の食品ロスの削減に取

り組むことを目的として、この度、小金井市食品ロス削減推進計画（以下、「本計画」という。）を策定しま

す。 

  

 
1 未開封食品とは、全く使われなかった未開封の食材・食品・飲料、未利用食品とは、使われなかった開封済み
の食材・自家農作物・一部食材等、食べ残しとは、一部食べたり飲んだりしてある食品や飲料を指す。詳細はご
み組成調査結果の項目にて示す。 
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第2節 計画の位置づけと対象期間 

1．計画の位置付け 

本計画は、「食品ロスの削減の推進に関する法律」及び「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」

（以下、「食品ロス削減推進基本方針」という。）に基づき策定し、食品ロスの削減に向けた本市の目標

や方針等を定めるものです。 

また、本計画を、市の廃棄物処理やごみ減量に関する施策の方向性を示した「小金井市一般廃棄物

処理基本計画」（以下、「ごみ処理基本計画」という。）と整合性を図るとともに、上位計画である「小金

井市基本構想・基本計画」や「小金井市環境基本計画」等の各種計画と調和が保たれたものとします。 

 
図 1 本計画の位置づけ 

2．対象期間 

本計画は、ごみ処理基本計画と整合を図り、令和8年（2026年）度から令和12年（2030年）度

までの５年間を計画期間とします。なお、計画期間中であっても社会情勢の大きな変化、法制度の改正な

ど計画の前提となる諸条件に大きな変動があった場合などは、必要に応じて本計画の見直しを行うものとし

ます。 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

R9 

(2027) 

R10 

(2028) 

R11 

(2029) 

R12 

(2030) 

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 

 

 
 

 

  目標年度 
  

図 2 計画期間  

計画策定 
 

 
 

計画改定 

本計画（R8〜R12） 
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第2章 食品ロスの現状と課題 

第1節 国及び東京都の食品ロスの現状 

1．国の現状 

日本の食品ロスは令和5年（2023年）度推計値で464万トン（うち家庭系約233万トン、事業系

約231万トン）であり、令和4年（2022年）度の572万トンから8万トン減少しているという状況となりま

す。食品ロスの量は、推計を開始した平成24年（2012年）度より、ほぼ右肩下がりで減少傾向を示して

います。 

 
出典︓農林水産省 HP（https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/240621.html）、 

環境省 HP（https://www.env.go.jp/press/press_00002.html）、 

消費者庁 HP（https://www.caa.go.jp/notice/entry/042653/） 
図 3 食品ロス発生量の推移 

  

https://www.env.go.jp/press/press_00002.html
https://www.caa.go.jp/notice/entry/042653/
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（1）第五次循環型社会形成推進基本計画（環境省） 

第五次循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形

成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために定められています。第五次循環型社会形成推進

基本計画においては、第四次循環型社会形成推進基本計画で設定している削減目標を踏襲し、食品ロ

ス量を令和12年（2030年）度までに平成12年（2000年）度比で半減させるという目標を設定してい

ます。 

 

（2）食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（農林水産省） 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（以下、「食品リサイクル法に基づく基本方針」

という。）は、食品リサイクル法に基づき、再生利用等の促進の基本的方向、再生利用等を実施すべき量

に関する目標、再生利用等の促進のための措置に関する事項について定められています。食品リサイクル法

に基づく基本方針は、主に、食料･農業･農村政策審議会食料産業部会 食品リサイクル小委員会（農

林水産省）及び中央環境審議会循環型社会部会 食品リサイクル専門委員会（環境省）が見直しの

検討を行い、令和7年（2025年）度に改訂版が公表されています。 

改訂版においては、事業系食品ロスの削減目標を令和4年（2022年）度に達成したことを踏まえ、令

和12年（2030年）度までに平成12年（2000年）度比で60%削減とする目標が新たに設定されてい

ます。新たな目標の達成には、食品関連事業者による取組の推進とともに、消費者の理解や取組が鍵であ

ることから、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等の様々な関係者が連携して、サプライチェー

ン全体で推進することの必要性や、食品の種類や業種等によって、食品ロス削減の余地が異なるとともに、

サプライチェーンが一体となって取り組む必要があることから、サプライチェーン全体の目標とすることが示されて

います。 

 

（3）食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針（消費者庁） 

食品ロス削減推進基本方針では、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、食品ロスの削減の推

進の意義及び基本的な方向、推進の内容、その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項を定めていま

す。 

食品ロス削減推進基本方針は、食品ロス削減推進会議（消費者庁）が見直しの検討を行い、令和7

年（2025年）度より第2次基本方針が定められました。食品ロス削減推進基本方針では、第五次基本

計画や、食品リサイクル法に基づく基本方針で設定されている削減目標の達成を目指し、総合的に取り組

みを推進するとともに、食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を80％とすることを定めてい

ます。 
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（4）第 4 次食育推進基本計画（厚生労働省） 

第4次食育推進基本計画は、食育基本法に基づき、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

食育を通じて国民の健康と持続可能な社会を実現するための重点事項を定めています。 

第4次食育推進基本計画は、食育の推進にあたっての目標の一つとして、食品ロス削減のために何らか

の行動をしている国民を増やすことを掲げており、令和元年（2019年）度に76.5％であったものを、令和

７年（2025年）度までに80％以上とすることを目指すことが示されています。 
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2．東京都の現状 

東京都は、令和3年（2021年）3月に「東京都食品ロス削減推進計画」を策定し、令和12年

（2030年）度までに平成12年（2000年）度比で食品ロスを半減する目標を掲げています。令和4年

（2022年）度の都内食品ロス発生量は約31.7万トンで、その内訳は事業系が約18.7万トン、家庭系

が約13.0万トンとなっています。 

都内は、飲食店や食品製造業、卸売業、小売業などの事業活動が活発に行われているため、特に外

食産業からの食品ロスが多い傾向にあり、賞味期限切れや売れ残りが主な原因とされており、東京都は、

事業者との連携を強化し、食品ロス削減の取り組みを推進していくこととしています。 

 

 
出典︓東京都食品ロス削減パートナーシップ会議（令和7年（2025年）2月7日）より作成 

図 4 東京都内の年間食品ロス量（令和 4 年（2022 年）度）  
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第2節 小金井市の現状と課題 

1．アンケート調査結果からの課題 

生ごみ、食品ロスに関する市が行っている取組についての認知度は、全体的に低い傾向にあります。また、

生ごみ減量化処理機器購入費補助制度の認知度は６割程度であるのに対し、生ごみ処理機を使用して

いる人の割合は１割程度に留まっており、補助制度のあり方について検討が必要な状況です。 

普段捨てていると思う「食品ロス」については、消費期限（安全に食べることができる期限）が切れてしま

った食品が最も多く、使い残した野菜･青果、鮮魚･鮮肉などの食材、食べ残したおかず･そうざいなどを合わ

せると７割以上に及びます。市民から事業者に対しては、賞味期限が近い商品の割引制度や、必要量だ

けの販売・提供（少量パック、量り売り、小盛など）を望む割合が多いことや、事業者からは飲食店と連携

したキャンペーンの実施を求められていることから、事業者も含めた食品ロスの削減に向けた取組が求められ

ます。 

図 5 食品ロスに関する施策の認知度【市民】 

 
図 6 食品ロスに関する排出状況【市民】 
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図 7 事業者に求める取組【市民】 
 

図 8 食品ロス削減のために市に実施してほしい施策【事業所】 
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2．ごみ組成調査からの現状と課題 

（1）家庭系燃やすごみ 

家庭系燃やすごみのうち、厨芥類は41％を占める結果となりました。厨芥類の中では非可食部・調理く

ずが最も多く、全体の3割程度を占めています。また、厨芥類の中では、食品ロスが3割程度を占めています。 

 
図 9 家庭系燃やすごみの調査結果（単純平均）2 

 

図 10 家庭系燃やすごみ、食品ロスの排出実態例 
（左︓未開封食品、右︓未利用食品） 

  
 

2 ごみ組成調査はパッカー車で収集したごみを湿ベース重量で調査 
家庭系︓収集された燃やすごみが調査対象 
事業系︓許可業者が収集した事業系燃やすごみが調査対象 
（以下燃やさないごみも同条件） 
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表 1 家庭系燃やすごみの調査結果 

 
 

 

割合（％）
41.3

未開封食品 3.2
素材 1.4
調理済み食品 1.6
飲料  0.2

未利用食品 3.4
素材 1.0
自家製農作物  0.3
一部の素材  1.5
調理済み食品 0.6

食べ残し 6.0
食べ残し 5.8
飲み残し 0.3

非可食部・調理くず 28.7
物理的可食（潜在可食） 10.2
非可食（調理くず・非可食） 18.6

厨芥類以外 58.7

分 類 項 目

厨芥類
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次に、居住形態別の結果からは、戸建て住宅、ファミリー向け集合住宅からの厨芥類排出割合が40％

〜50%を超えていることが確認されました。また、単身集合住宅については、燃やすごみに占める厨芥類の

割合は約25％程度と、他の居住形態に比べると低い割合となっているものの、未開封食品や食べ残しの

割合が他の居住形態とほとんど変わらず、厨芥類に占める食品ロスの割合が高くいことも確認されました。 

生活様式の異なる様々な市民に対して、無理なく生活に取り入れることができる行動に関する啓発や施

策が必要となります。 

 

  

 
図 11 住居形態別 家庭系燃やすごみの調査結果 
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（2）事業系燃やすごみ 

事業系ごみのうち、厨芥類は半数を超える約53％、厨芥類のうち食品ロスは7割程度を占める結果とな

りました。厨芥類のなかでは、食べ残しが最も多く、全体の約30％程度を占めています。また、家庭系同様、

非可食部・調理くずも多く、全体の約15％程度を占めており、削減の余地があることが分かります。 

 
図 12 事業系ごみの調査結果（平均） 

表 2 事業系ごみの調査結果 

 

割合（％）
53.3

未開封食品 2.6
素材 0.5
調理済み食品 2.1
飲料  0.0

未利用食品 6.8
素材 2.6
自家製農作物  0.0
一部の素材  4.1
調理済み食品 0.2

食べ残し 28.3
食べ残し 28.3
飲み残し 0.0

非可食部・調理くず 15.5
物理的可食（潜在可食） 13.7
非可食（調理くず・非可食） 1.8

厨芥類以外 46.7

分 類 項 目

厨芥類
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3．課題を踏まえた方針  

（1）発生抑制を第一に掲げた家庭系食品ロスの削減推進 

市民アンケート調査や組成調査から、多くの食品が、食べられることなく捨てられていることが明らかになっ

ています。とりわけ、実際には期限切れや、使い残しの生鮮食品を排出しているというアンケートの回答が多

く、日々の買い物や保存の工夫によって未然に防ぐことができる食品ロスが一定程度存在していることがうか

がえます。 

こうした傾向を踏まえ、市民一人ひとりが無理なく実践できる「必要な分だけ買う」「使い切る」習慣づくり

を後押しする情報提供や環境整備が、今後の発生抑制に向けた鍵となります。適量購入を促す広報や、

保存方法・食材活用の工夫を共有する取り組みなど、日常生活に寄り添った支援を進めていくことが重要

です。 

 

（2）事業者との協働による食品ロス削減に向けた取組推進 

食品ロス削減に向けては、市民・行政だけでなく、流通・小売・飲食等の事業者との連携も欠かせません。

市民アンケートでは、賞味期限が近い商品の値引き販売や、少量・小分け商品の充実など、購入段階で

の選択肢の拡充を求める声が多く寄せられました。一方で、事業者からは、店頭でのPOP掲示や啓発活動

への協力の意向も示されており、連携の素地は一定程度整っているといえます。 

こうした状況を踏まえ、今後は、事業者が無理なく取り組みやすい仕組みづくりや、取り組みの見える化、

広報支援などを通じて、地域全体での食品ロス削減の機運を高めていくことが重要です。 

 

（3）食品ロス削減に向けた取り組みを行っていただくための啓発・情報提供 

本市では、食品ロス削減に向けたさまざまな施策や情報提供を行っているものの、市民アンケートの結果

からは、それらの施策について「知っているが利用・活用したことはない」との回答も多く見られ、認知から行動

につながっていない現状が一部で確認されました。 

今後は、生活に無理なく取り入れられるような仕組みづくりや行動を後押しするしくみの工夫とあわせて、

より身近な形での情報発信・啓発を展開していくことが重要です。 
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第3章 計画の理念、スローガン・目標 

第1節 計画の理念、スローガン 

 

本市では、本市の特性に応じ、食品ロス（「未開封食品」、「未利用食品」、「食べ残し」）の発生抑制

を第一に取り組み、それ以外の厨芥類についても有効利用することを理念に、身近な問題である食品ロス

について実態を知り、問題への理解を深めるとともに、消費者、事業者、行政等が一体となり、食品ロス削

減を推進していく社会を目指します。 

 

第2節 食品ロス削減に係る目標 

国の食品ロスの削減目標は、家庭系は第五次循環型社会形成推進基本計画において、事業系は、

食品リサイクル法に基づく基本方針において、それぞれ平成12年（2000年）度比で令和12年（2030

年）度までに、家庭系は食品ロス量を半減、事業系は同60％削減させるとしています。 

本計画においても、これらの目標にならい、平成12年（2000年）度比で令和12年（2030年）度ま

でに、家庭系は食品ロスの量を半減、事業系は同60％削減させることを目指します。 
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第4章 目標達成のための推進施策 

第1節 計画体系、取り組みの主体との役割、本市が展開する施策 

本市が目指す食品ロス削減の取り組みは、市民、事業者、行政等、社会全体での協働を前提としてい

ます。市民の暮らしの中にあるちょっとした工夫や配慮、事業者の創意工夫による食品提供・販売方法の

改善、そして行政による支援と情報発信が、相互に補完し合うことで、地域に根ざした持続可能な取組へと

つながっていきます。 

このような考えのもと、本計画では、食品ロス削減に向けた取り組みを「①家庭から出る食品ロスの発生

抑制」、「②事業者との協働による削減」、「③啓発と情報提供の推進」という三つの柱に整理し、それぞれ

の柱の中で市民・事業者・行政が果たすべき役割や期待される行動を明確にしました。 

たとえば、家庭においては「買いすぎ・作りすぎの抑制」や「ライフスタイルに応じた調理・保存の工夫」など、

身近な行動を通じた食品ロスの発生抑制を重視しています。事業者に対しては、販売・提供方法の改善や

フードバンクとの連携といった、社会的責任を踏まえた取り組みを促進します。そして行政は、これらを支える

制度づくりや広報活動などを通じて、市民・事業者の行動を後押ししていきます。 

また、これら三つの柱に対応する具体的な施策を10項目に整理しています。既存の取り組みを効果的に

発展させることにも重きを置き、実効性と継続性を両立させることを意識した構成としています。 

次ページに、これらの考え方を整理した計画の全体像を示します。市民、事業者、行政が連携しながら、

それぞれの役割を果たし、具体的な取り組みを後押しすべく、施策を展開していきます。 
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図 13 計画体系  
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第2節 食品ロス削減のための施策 

1．発生抑制を第一に掲げた家庭系食品ロスの削減推進 

生活に根差した食品ロスの削減を推進するため、日常の買物・調理・保存・食事における「ちょっとした工

夫」を後押しする施策を重点的に展開します。 

 

施策１－１ 「買いすぎ・作りすぎゼロ」への支援 

具体的な取り組み例 

∎ 市報やSNSにて「家庭でできる食品ロス削減術（買い物・保存・使い切り）」を発信 

∎ 「食べきりカレンダー」や「冷蔵庫マグネット」など、家庭内で活用できるツールの調査・研究 

∎ 自治会等を対象とした出張講座の検討 

 

施策１－２ ライフスタイルに応じたきめ細かな支援 

具体的な取り組み例 

∎ 単身高齢者向けに「一人分の食材活用講座」の開催 

∎ 子育て世帯向けに「親子で食品ロスクッキング」イベントの実施（仮） 

 

施策１－３ 家庭でできる生ごみ有効利用施策の展開 

具体的な取り組み例 

∎ 生ごみ資源化モデル事業の実施 

∎ 地域イベントでの展示・説明ブース設置 
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2．事業者との協働による食品ロス削減に向けた取組推進 

市内事業者との協働を通じて、地域全体で食品ロス削減に向けた雰囲気づくりを推進します。 

 

施策２－１ 食品ロス削減推進協力店拡充・支援 

具体的な取り組み例 

∎ 市内小売・飲食店舗等の希望者を対象とした「食品ロス削減協力店」に係る 

制度及び店舗の認知度向上 

∎ 市ホームページや市報で協力店の取組を紹介、ポスターやステッカーを配布 

∎ 割引販売、てまえどりや小盛対応などの好事例の見える化と共有 

∎ ドギーバッグ導入に向けた検討支援、関係機関との協議 

 

施策２－２ ごみ組成結果をふまえた業種別アドバイス提供 

具体的な取り組み例 

∎ 食品ロス量把握のための組成分析の実施 

∎ 分別・排出削減に関する相談支援体制の充実 

∎ 業種別（飲食、小売、製造など）のロス削減事例集を整理、各事業者の改善取組を後押し 

 

施策２－３ フードドライブ事業等の普及拡大と地域連携による有効活用 

具体的な取り組み例 

∎ 食品ロス削減マッチングサービス「小金井カメすけ」の普及拡大 

∎ 環境イベントや民間企業等と連携したフードドライブの実施 

 

施策２－４ 発生抑制・リサイクル・有効利用の推進 

具体的な取り組み例 

∎ 小中学校との連動による食品残渣リサイクルの推進 

∎ 食品リサイクル法への遵法徹底の指導 

∎ 小規模事業者に向けた発生抑制・リサイクル・有効利用に関する情報共有・働きかけ 
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3．食品ロス削減に向けた取り組みを行っていただくための啓発・情報提供 

施策の効果を高めるためには、行動につながる情報発信や、地域の力を活用した継続的な啓発が不可

欠です。本市では、「わかりやすく」「やってみたくなる」啓発を心がけ、次のような取組を進めます。 

 

施策３－１ 市民生活に密着した広報・特集の展開 

具体的な取り組み例 

∎ 市報や市ホームページ、SNS（公式X・Instagramなど）の活用 

∎ 各種媒体における特集記事や連載について検討 

 

施策３－２ 地域イベントと連動した事業者参加型啓発 

具体的な取り組み例 

∎ 市主催の環境イベントで、事業者と協力した啓発展示の実施 

∎ 「食品ロス」を含めた出張講座の実施 

∎ 事業者と連携した「食べきり週間」や「食品ロスゼロキャンペーン」の展開 

 

施策３－３ 小中学校・子育て世代との連携による実践的啓発 

具体的な取り組み例 

∎ 児童生徒・保護者向けに、学校を通じた情報発信を実施 

∎ 子育て支援センター等において、離乳食・作りすぎ・買いすぎ防止など、乳幼児世帯向けの情報提

供強化 
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第5章 計画の推進体制及び進行管理 

PDCAサイクルに基づき、Plan（計画・施策の立案、目標の設定）、Do（計画に沿った施策の実施）、

Check（市民・事業者・行政のそれぞれの取組状況、施策の進捗状況、目標の達成状況などについて３

者の連携の中で点検・評価）、Action（点検・評価に基づき必要に応じて、施策の改善を検討、目標達

成に向けた計画の見直し）を行っていきます。更に、関係法令の改正や社会状況の変化などに柔軟に対

応していきます。 

 
図 14 PDCA サイクル 

 

○施策の実施

○市民・事業者・行政それぞれの取組状況の点検・評価

○施策の進捗状況の点検・評価

○目標達成状況の点検・評価

○施策の改善を検討

○目標達成に向けた計画

の見直し

○計画・施策の立案

○目標の設定



∎なくそう“もったいない” ふやそう“えがお”

みんなで減らそう食品ロス ＃事務局案

∎ごはん一粒 大事にして 食品ロスを減らそう！

∎だれにでもでき だれもがすべき 食品ロスの削減

∎食品ロス みんなで減らして 豊かな生活

∎飢えで苦しんでいる人がいることに思いを巡らせて、

食品を扱おう

スローガン候補
資料２－２



8月2日（土）大人向けワークショップ アンケート結果　

参加者： n=8

Q1 年齢

年齢 回答数 割合（％）

1 10歳代 0 0%

2 20歳代 0 0%

3 30歳代 2 25%

4 40歳代 2 25%

5 50歳代 1 13%

6 60歳代 1 13%

7 70歳代 2 25%

8 80歳代 0 0%

合計 8 100%

Q2 職業

年齢 回答数 割合（％）

1 自営業 0 0%

2 会社員 4 50%

3 パート，アルバイト 1 13%

4 学生 0 0%

5 無職 3 38%

6 その他 0 0%

合計 8 100%

Q3 満足度

年齢 回答数 割合（％）

1 不満 0 0%

2 やや不満 0 0%

3 ふつう 0 0%

4 やや満足 1 13%

5 満足 7 88%

合計 8 100%

Q4 理解度

年齢 回答数 割合（％）

1 理解できなかった 0 0%

2 あまり理解できなかった 0 0%

3 ふつう 0 0%

4 大体理解できた 1 13%

5 理解できた 7 88%

合計 8 100%

Q5 感想（自由記述）

▼主な意見

・ゲーム形式のワークショップに対する肯定的な評価

・行政担当者への理解と感謝

・政策評価に関する学びと意識の向上

・今後への期待と市民としての協力意欲

（原文）

最初とてもむずかしそうで大丈夫かなと思い心配しましたが、楽しくゲームできました。/市民の皆様の意識の高いことに感心しました。意見もたくさんでて楽しくできまし
た。/行政担当の方々のご苦労がよくわかりました。いろいろな面を考えての対策は大変ですが、どうぞよろしくお願い致します。まずは分別だけでもきっちりがんばります。
（水切りもやってますけど…）/初めてごみ関係のワークショップに参加したのですが、わかりやすく説明していただき楽しくゲームができました。たくさんの要素の中でごみ
行政が成り立っていることを改めて感じることができました。/ごみ行政を考える機会になった。別の機会にも実施されるとよい。「施策」と効果の間に疑問あったが、参加者
で話し合う機会としてよいのではないか。/実際の行政では、より複雑なトレードオフを考慮しながら政策決定をしていると思います。市民としても決められたことを見ている
だけでなく、主体的に情報を収集して、様々な課題に対して考えを持つ必要があると感じました。今日はありがとうございました。/ごみ政策には様々な種類があることが分
かった。また、政策によって分別の実現難易度には異なりそうだと思った。イベントの内容によって結果が分かるので、政策のカードよりも、どのイベントカードを使うかが重
要だと思った。/実際の政策を実行するのは大変そうと感じた。予算の制約や周辺自治体との関係性もふまえる必要があるという点が大変そうなポイント。

30歳代, 2

40歳代, 2

50歳代, 1

60歳代, 1

70歳代, 2

年齢

会社員, 4

パート，アルバイト, 1

無職, 3

職業

やや満足, 1

満足, 7

満足度

大体理解

できた, 1

理解できた, 7

理解度

資料３



8月7日（木）子ども向けワークショップ アンケート結果

参加者： n=34

Q1 おもしろかった？

年齢 回答数 割合（％）

1 おもしろくなかった 0 0%

2 あまりおもしろくなかった 1 3%

3 ふつう 1 3%

4 まあまあおもしろかった 6 19%

5 おもしろかった 24 75%

合計 32 1

＃未回答2

”めっちゃ”おもしろかった１

Q2 むずかしかった？

年齢 回答数 割合（％）

1 簡単だった 1 3%

2 まあまあ簡単だった 5 15%

3 ふつう 4 12%

4 まあまあ難しかった 8 24%

5 難しかった 15 45%

合計 33 1

＃未回答1

Q3 家族や学校のともだちに伝えたいことは？（自由記述）

▼主な意見

・個別の品目に関するごみの分別方法について伝えたい

・分別の重要性・意識を伝えたい

・ワークショップの体験を伝えたい

・分からないことは調べる姿勢を伝えたい

（原文）

Q4 その他に感じたことは？（自由記述）

▼主な意見

・ゲーム形式の学習に対する肯定的な反応

・分別の難しさと学び、分別への意識の変化

・印象に残った具体的な内容

（原文）

輪ゴムは間違えやすいので、燃えないゴミだと教えてあげたい/輪ゴムを燃えないごみに捨てる。/輪ゴムを燃やすごみに捨てたら注意する。/野球のグローブの分別の仕方
がとても難しかった。/グローブは燃えないゴミ/ごみの分別が難しくて知らないことが多かった。分別に気を付けたい。/ごみの分別は知っていた(少し)。種類によって、どの
施設に行くか変わるのが分かった。/ごみの分別/どんなところに捨てたらよいか伝えたい。/ごみをしっかり分別する。/瓶などがどう分けるかわからないから教えたい。/
ワークショップに行ったことを伝えたい。/ごみの種類が13種類/ごみは今まで燃やすごみに捨てると思っていたが、燃やさないゴミなど思っていたのと違うものがあったか
ら、見直してほしい。/楽しかった。/ごみを処理するのは難しい。/ごみは分別してね/ちゃんと分別はしたほうがいい。/分別は大変だけど難しいこと。/分別がまあまあ難し
かった。/分別大事。適当に捨てないということ。/食品トレーは燃やすごみではなく、プラだった。/皆来てほしい。/楽しかったからみんなに来てほしい。/みんなにも行ってほ
しい。/ごみの分別の仕方がいろいろ違うこと。/燃やさないゴミなど分別をしてから、ごみを出そうと思った。わからない分別方法があったら、調べてからごみを捨てようと
思った。/ラケットが燃やさないゴミだったこと。/ごみの場所が12種類あったこと

難しかった。/難しかった。/リチウムイオン電池が爆発すると聞いて背筋が凍った。/車の色塗りが楽しかった。/またゲームに挑戦したい。/面白かったし、ゲームで学べたのが
よかった。/問題を解くときに楽しく学べた。/面白かった。/しっかり分別しないと大変なことになる。自分もしっかり分別しようと思った。/2回目のゲームが難しかった。/面
白いし楽しかった。/簡単で面白かった。/面白くて楽しかった。/おなかすいた/ゲームで子供に学ばせるという概念がすごいと思った。/分別ルートを考えるのは難しい。/弁
当容器の見た目に騙されて間違えたのが悔しかった。メルカリという言葉がたくさん出て驚いた。/お父さんがいつも分別しててすごいと思った。/ごみを集める人は大変だ
と思った。メルカリで売ればいいと思った。/ゲームをやって分別に自信がなくなった。でも分別について学べたからよかった。/これからごみの分別を頑張ります。/ごみ収集
車が作れて楽しかった。/ごみの分別は難しいと感じた。/ゲームは難しかったけれど、みんなで力を合わせてできたのが楽しかった。/運搬ゲームは頭を使って難しかった。ラ
ケットの分別が難しかった。
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令和７年９月１０日 
環 境 部 ごみ対 策 課  

 

各計画策定に向けたスケジュール（改定案） 

 

【前年度（令和６年度）】 

年
度 回 

議題 
一般廃棄物 
処理計画 

一般廃棄物 
処理基本計画 

食品ロス削減 
推進計画 

災害廃棄物 
処理計画 

令
和
６
年
度 

第 3 回 
（8/23） 

⚫ 計画改定のポイント 
● 各計画策定に
向けたスケジュール
（案） 

 

第４回 
（10/9） 

⚫ 諮問 ⚫ 諮問 
⚫ 計画書（案） ⚫ 基本的事項  ⚫ 計画改定の流れ 

⚫ アンケート調査票(案) 
第５回 

（11/13） 
 ⚫ アンケート調査票(案)  

第 6 回 
（12/26） 

⚫ 計画書（案） ⚫ ワークショップ企画
内容(案) 

⚫ 計画の構成(案) ⚫ 現 行 計 画 の 課
題を踏まえた対
応方針 

⚫ 災害廃棄物発
生量・仮置場必
要面積の推計 

アンケート調査実施（1 月〜2 月） 

第６回 
（2/13） 

⚫ 計画書（答申
案） 

  ⚫ 仮 置 場 や 地 区
集積所に係る検
討進捗 

 
  

資料４ 
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【今年度（令和７年度）】 

年
度 回 

議題（案） 
一般廃棄物 
処理計画 

一般廃棄物 
処理基本計画 

食品ロス削減 
推進計画 

災害廃棄物 
処理計画 

令
和
７
年
度 

第 1 回 
（4/24） 

 
 

⚫ 骨子案  ⚫ 骨子案 
⚫ （報告）アンケート調査結果 
⚫ （報告）組成分析調査計画 
組成分析実施（４〜５月） 

第 2 回 
（6/26） 

  ⚫ 基本的事項 
⚫ 現状と課題 

 

⚫ 組成分析調査結果 
⚫ （報告）ワークショップ企画内容 

第 3 回 
（7/30） 

 ⚫ 現状と課題（一
部更新） 

⚫ ごみ量推計・目
標値(案) 

⚫ 施策体系(案) 

⚫ 現状と課題（一
部更新） 

⚫ 目標値(案) 
⚫ 施策体系(案) 

⚫ 仮置場や地区
集積所に係る検
討結果 

ワークショップ実施（8/2,8/7） 
第４回 

（9/10） 
 ⚫ 施策の内容(案) 

⚫ 生 活 排 水 処 理
基本計画の内容
(案) 

⚫ 施策の内容(案) 
 

 

⚫ （報告）ワークショップ結果 
第５回 

（10/8） 
⚫ 諮問 
⚫ 計画書（案） 

⚫ 素案 ⚫ 素案 ⚫ 素案 

◎パブリックコメント実施（11 月上旬〜12 月中旬） 
第 6 回 
（2/5） 

 ⚫ パブリックコメント
結果 

⚫ 計画書（案） 

⚫ パブリックコメント
結果 

⚫ 計画書（案） 

⚫ パブリックコメント
結果 

⚫ 計画書（案） 
◎検討結果公表（2 月中旬） 

第 7 回 
（3/4） 

⚫ 計画書答申案 
⚫ 結審 

   

◎︓パブリックコメントに関すること 


